
広島県情報公開・個人情報保護審査会 諮問第５１号 
 

 
第１ 審査会の結論 
 広島県教育委員会（以下「実施機関」という。）は，本件異議申立ての対象

となった行政文書部分開示決定において，不開示とした部分を開示すべきであ

る。 
 
第２ 異議申立てに至る経過 
１ 開示の請求 
 異議申立人は，平成１５年５月２日，広島県情報公開条例（平成１３年広

島県条例第５号。以下「条例」という。）第６条の規定により，実施機関に

対し，「２００２年度の民間人校長採用の選考基準について」の開示を請求

（以下「本件請求」という。）した。 
 
２ 部分開示の決定 
 実施機関は，「民間等からの校長任用に関する手続要綱」（以下「手続要

綱」という。）及び手続要綱第５条の規定によって教育長が定めた「民間か

らの校長任用候補者の面接及び選考について」と題する要領（以下「面接要

領」といい，手続要綱と面接要領を「本件対象文書」と総称する。）を本件

請求の対象となる行政文書として特定の上，平成１５年５月３０日，条例第

１０条第６号（行政執行情報）に該当する情報が含まれることを理由に，行

政文書部分開示決定（以下「本件処分」という。）を行い，異議申立人に通

知した。 
 
３ 異議申立て 
 異議申立人は，平成１５年６月１７日，本件処分を不服として，行政不服

審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定により，実施機関に対し

異議申立てを行った。 
 

第３ 本件対象文書及び不開示とした部分について 
 本件対象文書は，平成１４年度に民間等からの校長（以下「民間人校長」

という。）を任用した際の手続に関する文書であり，手続要綱と面接要領から

なる。面接要領は，要領の本文に別紙１「評定項目・着眼点」及び別紙２「面

接評定票」が添付されている。 
 このうち，本件処分において不開示とされたのは，面接要領のうち，次の
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１から６までに掲げる部分（以下「本件不開示部分」という。）である。 
１ 「１ 面接委員会」の項中の面接委員会の構成が記載されている部分（以

下「面接委員会構成」という。） 
２ 「２ 実施日程・場所」の項中の打合せ及び面接選考の日時及び場所が

記載されている部分（以下「実施日程・場所」という。） 
３ 「３ 面接方法等」の項中（２）の①の面接の進行を担当する者が記載

されている部分（以下「面接進行担当者」という。） 
４ 「３ 面接方法等」の項中（３）の③の面接評定票の作成方法が記載さ

れている部分（以下「面接評定票作成方法」という。） 
５ 別紙１「評定項目・着眼点」中の表題，表頭，評定項目の各欄及び「評

定」以外の部分（以下「着眼点等」という。） 
６ 別紙２「面接評定票」中の表題，「候補者氏名」欄，評定項目の各欄，「総

合所見」及び「総合評定」以外の部分（以下「面接評定票記載欄」という。） 
 
第４ 異議申立人の主張要旨 
１ 異議申立ての趣旨 
 本件処分を取り消し，全部開示の決定を求めるというものである。 

 
２ 異議申立ての理由 
 異議申立人が，異議申立書，意見書及び口頭による意見陳述で主張してい

る異議申立ての理由は，おおむね次のとおりである。 
(１) 情報公開の基本的な考え方について 
 条例第１条及び第３条に示された条例の趣旨・目的から，行政文書の

公開の当否を判断する場合，県民には開示請求権が存在し，県当局は県

民に対する説明義務に基づく開示義務が存在することから，開示請求に

係る情報については，公開が原則であって，非公開は例外的事柄となる

ことを十分に念頭に置くべきである。 
 異議申立人が求める情報を積極的に公開することこそが，「県政に対

する理解と信頼を深める」という情報公開の趣旨・目的に適うものであ

る。 
 
(２) 条例第１０条第６号（行政執行情報）該当性について 
ア 面接委員会構成及び実施日程・場所について 
 これらについては，応募者自身に関する情報ではなく，誰が面接委

員であるかや面接日程・場所という形式的な選考方法に関する事項で

あり，これが事業の適切な遂行に支障を及ぼしたり，公正かつ円滑な
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人材確保に支障を生じることなどあり得ない。 
 面接委員がどのようなメンバーで構成されているのか，また，それ

が教育基本法に定める教育の中立性を維持し得るメンバーか否かは県

民にとって重要な情報である。 
 仮に，実施機関が主張するように，面接委員を開示することにより，

構成員を変更するよう教育長に圧力が掛かるとしても，それは県民か

らの適正な批判であるかもしれないし，不当な圧力であれば教育長自

らが断固たる態度で適切に対応すれば済むことである。 
 このような抽象的な危険に基づく理由で拒否されるのであれば，県

の行政組織内にある第三者機関でさえ，メンバーに関する情報公開を

拒否することが可能となってしまう。 
 また，「実施日程・場所」は，既に終了した選考に関する情報である

ため，公にしたところで，これに圧力を掛けたり，介入や干渉をする

ばずがないし，できるはずもない。 
 実施日程は，研修期間を十分に確保するだけの日程をもって選考さ

れているのかについての重要な情報である。 
 
イ 面接進行担当者について 
 面接の進行担当者という，形式的な役割の者の氏名が特定されるこ

とがどうして面接に支障が生じるというのか，その理由が理解できな

い。 
 
ウ 面接評定票作成方法，着眼点等及び面接評定票記載欄について 
 民間人校長の面接がどのような評定によって行われているのかは，

適切な人物を評定するために客観的公正な基準となっているか否かを

判断する目安となるものである。 
 これを明らかにすることにより，民間人校長にはどのような能力を

必要としているかが判明し，このような能力や指導力を有する者が積

極的に応募することとなり，人材確保がより合理的となるばずである。 
 
第５ 実施機関の説明要旨 
 実施機関が理由説明書，弁明書及び口頭による意見陳述で説明している内

容を総合すると，本件不開示部分を不開示とした理由などについては，おお

むね次のとおりである。 
１ 情報公開の基本的な考え方について 
 条例第３条は，「県民の行政文書の開示を求める権利を十分に尊重する
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ものとする。」と規定しているが，条例は「公開が原則であって，非公開は

例外的事柄」などとしているわけではない。 
 条例第１０条は，単に権利を制限する規定ではなく，開示すべきものと

開示しないことができるものを分類し，そこに開示しないことができると

したもの以外の文書は開示するということを規定しているのであって，そ

の実質は開示の実体的要件を定めたものとみられる。そこでは，開示する

ことによって得られる利益とプライバシーあるいは円滑な行政の必要等開

示されることによって影響を受ける側の利益の両者が考慮され，そのバラ

ンスの上に開示請求権が認められているのであるから，その開示請求権は，

条例の趣旨に従って解釈されるべきであって，開示を求める立場からだけ

厳しく解釈することは当を得ない。 

 したがって，「公開が原則であって，非公開は例外的事柄となることを十

分に念頭に置くべきである」などとの異議申立人の主張は，条例の「趣旨・

目的」を誤解したものといわざるを得ない。 
 
２ 条例第１０条第６号（行政執行情報）該当性について 
 本件対象文書は，学校外の人材を県立学校等の校長として任用するため

の手続に係る文書であり，条例第１０条第６号ニの「人事管理に係る事務」

に関する情報が記載されている。 
 地方公共団体が行う人事管理に係る事務については，当該機関の組織と

しての維持の観点から行われる一定の範囲で当該組織の独自性を有するも

のであるから，この種の情報の開示・不開示の判断に当たっては，校長の

任命権者たる実施機関が，内外からの干渉を排除して，その組織の独自性

を維持できるかどうかとの観点から考える必要がある。 
 本件不開示部分については，次のように，公にすることにより，そのよ

うな干渉を受けて，実施機関の独自性が害され，公正かつ円滑な人事の確

保が困難となるおそれがあるため不開示とした。 
 
(１) 面接委員会構成について 
 この部分を公にすると，面接委員会をどのようなメンバーで構成する

かについて様々な議論を呼び，独自の見解に立って，これを変更するよ

う教育長に圧力を掛ける向きのあることが懸念される。 
 異議申立人は，「県民からの適正な批判」であれば，教育長が圧力を受

けるのは当然であると主張するが，どのような内容ないし形態の言動を

「適正な批判」というかは主観的な評価の問題であるから，「適正な批

判」ならば構わないというような区別は困難といわざるを得ない。 
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 また，異議申立人は，県の行政組織内にある第三者機関の例を挙げて，

メンバーに関する情報公開を拒否したことを非難するが，この主張は，

そうした機関のそれぞれの設置目的や果たすべき機能を無視し，すべか

らくそのメンバーに関する情報公開をすべきであるというものであるか

ら，失当である。 
 

(２) 実施日程・場所について 
 この部分を公にすると，その日時・場所に関係者が押し掛けるなどし

て，特定の者を校長に任用するよう，あるいはしないよう，内外からの

様々な圧力や介入，干渉を受けるおそれがある。 
 異議申立人が本件請求を行ったのは，この「実施日程」よりも後のこ

とであるが，特定年度における面接委員会の打合せや面接選考の日時及

び場所を公にすると，その翌年度以降も，どのような時期にどのような

場所で面接委員会の打合せや面接選考が行われるのかが容易に予測でき

るようになるから，上記のおそれが生ずることは明らかである。 
 

(３) 面接進行担当者について 
 この部分を公にすると，面接委員の一部が特定されるため，（１）と同

様の支障が生ずるおそれがある。 
 異議申立人は，進行担当者が「形式的な役割の者」であると主張する

が，面接委員の一部が進行を担当するのであって，「形式的な役割の者」

とそうでない者があるわけではない。 
 

(４) 面接評定票作成方法について 
 この部分を公にすると，評定の方法等について様々な議論を呼び，内

外からの干渉を招いたり，県民から不当な誤解を受けるおそれがある。 
 この部分については，教育長の合理的な裁量に基づき，実施機関にと

って本当に必要な人材を得るための評定の方法を定めたものであり，実

施機関の独自性が害されてはならない。 
 

(５) 着眼点等及び面接評定票記載欄について 
 これらの部分を公にすると，（４）と同様の支障が生ずるおそれがある。 

 
 
第６ 審査会の判断 
１ 判断に当たっての基本的な考え方 
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 条例は，県民の行政文書の開示を求める権利等を定めることにより，県

が県政に関し県民に説明する責務を全うするよう努めること等を目的とし

ており（第１条），実施機関は，条例の解釈及び運用に当たっては，県民の

行政文書の開示を求める権利を十分に尊重するものとする（第３条）とさ

れている。 
 一方，条例第１０条各号には，公にすることにより，個人や法人等の正

当な権利利益を侵害したり，行政の適正な執行を妨げ，ひいては県民全体

の利益を損なうことのないよう，原則公開の例外として，限定的に不開示

事項を定めている。 
 これは，公開を原則としつつも，例外的に不開示とせざるを得ない情報

があることを定めたものであるが，この条項の運用については，上記のよ

うな条例の理念から，厳正に判断しなければならないことはいうまでもな

く，不開示とする行政文書の範囲は必要最小限にとどめるよう慎重に判断

する必要がある。（平成７年９月１９日付け広島県公文書公開審査会諮問

第８号・諮問第１０号の答申ほか参照） 
 これに対し，実施機関は，条例は公開が原則であって，非公開は例外的

事柄などとしているわけではなく，「開示を求める立場からだけ厳しく解

釈することは当を得ない。」と主張するが，このような見解は，情報公開制

度の趣旨を曲解するもので，到底採用できない。 
 情報公開制度の下では，行政文書は公開が原則であることは，判例にお

いても認められているところであり（東京高裁平成３年１月２１日判決，

大阪高裁平成２年５月１７日判決，鹿児島地裁平成９年９月２９日判決な

ど），そのことを前提に最高裁判所も，不開示事由に該当することは，実施

機関の側が主張，立証する必要があり，実施機関において具体的な事実を

主張，立証しない限り，公開によって支障が生じるおそれがあると認める

ことはできないと判示しているのである（最高裁平成６年２月８日判決）。 
 
２ 民間等からの校長の任用制度の趣旨等 
 本件対象文書は，民間人校長の任用に関するものであるが，民間人校長

の任用制度の趣旨等は，おおむね次のとおりである。 
 従来，校長の資格は，学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１

号）により，教諭の専修免許状又は一種免許状を有し，かつ，教育に関す

る一定の職に５年以上あったことが必要とされていたが，平成１０年９月

の中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」（以下「中

教審答申」という。）に基づいて，平成１２年に学校教育法施行規則が改正

され，これらの資格要件がなくても，従来の校長と同等の資質を有すると
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認められる人材を校長として採用することが可能となった。 
 この学校教育法施行規則改正の趣旨は，これからの学校が，より自主性・

自律性を持って，校長のリーダーシップのもと組織的・機動的に運営され，

児童・生徒の実態や地域の実情に応じた特色ある学校づくりを展開するこ

とができるようにするため，組織運営に関する経験や能力に着目して，地

域や学校の実情に応じ，幅広く人材を確保しようというものである。（平成

１２年１月２１日付け文部事務次官通知「学校教育法施行規則等の一部を

改正する省令の施行について」） 
 中教審答申では，校長の資格要件の緩和のほか，多くの改善方策が提言

されているが，全体の改革の方向としては，各学校の自主性・自律性の確

立と自らの責任と判断による特色ある学校づくりの実現のためには，学校

の裁量権限を拡大する必要があるとともに，それに対応した学校の運営体

制と責任の明確化が必要であり，さらに，学校が保護者や地域住民の信頼

を確保していくためには，学校が保護者や地域社会に対してより一層開か

れたものとなることが必要であることなどが挙げられている。 
 実施機関では，学校教育法施行規則の改正に基づいて，民間人校長の任

用制度を導入し，平成１３年度から１５年度までの民間人校長の任用に当

たっては，手続要綱に基づき，県内経済団体を通じて企業から推薦された

者をレポート及び面接により選考した。 
 その後，実施機関では，平成１６年度から県立高等学校長について，公

募制による特別選考を実施している。 
 
３ 条例第１０条第６号（行政執行情報）該当性についての判断 

(１) 条例第１０条第６号の解釈について 
 条例第１０条第６号（以下「第６号」という。）は，県の機関などが行

う事務又は事業に関する情報であって，公にすることにより，当該事務

又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるものを不開示とすることを定めており，その典型的な例をイか

らホまでに列挙している。実施機関は，本件不開示部分は第６号ニの「人

事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすお

それ」に該当すると主張している。 
 県の機関などが行う人事管理に係る事務は，当該機関の組織としての

維持の観点から行われ，一定の範囲で当該機関の自律性を有するもので

あるが，第６号により不開示とするためには，「支障を及ぼすおそれ」が

実質的であり，「おそれ」の程度についても抽象的な可能性に止まらず，

法的保護に値する程度の蓋然性が必要である。 
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 また，第６号は，「事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるもの」を不開示とするものであり，「適正」かどうかの判断に当たっ

ては，公益上の開示の必要性も考慮し，当該情報を公にすることによっ

てもたらされる利益と公にすることによって生じる支障とを比較衡量し

なければならない。 
 
(２) 本件不開示部分の第６号該当性について 
ア 面接委員会構成について 
 この部分には，面接委員会の大まかな構成と合計人数が記載されて

おり，実施機関は，この部分を公にすると，面接委員会をどのような

メンバーで構成するかについて様々な議論を呼び，これを変更するよ

う教育長に圧力を掛ける向きのあることが懸念されると主張する。 
 しかしながら，記載内容を見る限り，この部分が公にされることに

より，面接委員会の構成員についていかなる議論を呼び，それが教育

長に対するいかなる圧力に結びつくのか全く明らかでない。 
 ましてや，この部分の記載内容と同様の内容が，平成１５年５月９

日付けで実施機関が自ら発表した報告書「尾道市立高須小学校問題の

調査結果について」の中に記載されており，また，文部科学省が取り

まとめた「いわゆる民間人校長任用に係る調査の結果」（平成１５年５

月２６日付け文部科学省報道発表資料）においては，さらに細かい区

分ごとの面接委員の人数が記載されており，文部科学省のホームペー

ジで公表されているのであって，実施機関の主張はこれらの事実と矛

盾するものであり，到底認められない。 
 したがって，面接委員会構成は第６号に該当しないと判断する。 

 
イ 実施日程・場所について 
 この部分は，平成１４年度の面接要領中の面接の打合せ及び面接選

考の日時及び場所であるが，実施機関は，これを公にすると，その日

時・場所に関係者が押し掛けるなどして，特定の者を校長に任用する

よう，あるいはしないよう，内外からの様々な圧力や介入，干渉を受

けるおそれがあると主張する。 
 しかしながら，ある年度の面接の日時・場所を開示することによっ

て，翌年度以降の面接の日時・場所が予測されるというのは，実施機

関の憶測の域を出ない。 
 ましてや，平成１６年度（選考は１５年度中）から実施されている

公募制の県立高等学校長採用候補者特別選考の募集要綱においては，
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面接の時期（平成１７年度の募集要項では，「１月中旬」）が記載され

ており，今さら平成１４年度の面接等の実施日程及び場所が公にされ

ることにより，今後の面接の日時・場所に関係者が押し掛け，圧力や

介入，干渉等を受けるなどとは，なおさら認められない， 
 したがって，実施日程・場所は第６号に該当しないと判断する。 

 
ウ 面接進行担当者について 
 実施機関は，この部分を公にすると面接委員の一部が特定されるた

め，アと同様に，面接委員会をどのようなメンバーで構成するかにつ

いて様々な議論を呼び，これを変更するよう教育長に圧力を掛ける向

きのあることが懸念されると主張する。 
 確かに，面接進行担当者は面接委員の一人であるが，それが公にさ

れたからといって，「面接委員会をどのようなメンバーで構成するか」

の全体が明らかになるわけではなく，これを変更するよう教育長に圧

力が掛かるとは到底考えられない。 
 なお，当審査会は，たとえ不開示部分が面接委員会の構成員全員が

特定される情報であったとしても，それを公にすることによる利益が

実施機関の主張する支障に優越すると認められることから，開示すべ

きであると判断した（平成１７年７月２６日付け諮問第５０号に対す

る答申参照）。 
  したがって，面接進行担当者は第６号に該当しないと判断する。 
 
エ 面接評定票作成方法及び面接評定票記載欄について 
 実施機関は，これらの部分を公にすると，評定の方法等について様々

な議論を呼び，内外からの干渉を招いたり，県民から不当な誤解を受

けるおそれがあると主張する。 
 しかしながら，これらの部分に記載された内容はごく一般的であり，

実施機関が主張する「内外からの干渉」や「県民からの不当な誤解」

が生じる具体的なおそれがあるとは言えず，この部分が公にされたか

らといって，実施機関の独自性が害されるとは認められない。 
 したがって，面接評定票作成方法及び面接評定票記載欄は第６号に

該当しないと判断する。 
 

オ 着眼点等について 
 実施機関は，面接における着眼点等を公にすると，エと同様に，評

定の方法等について様々な議論を呼び，内外からの干渉を招いたり，
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県民から不当な誤解を受けるおそれがあると主張する。 
 しかしながら，実施機関が開示している「評定項目」欄と民間人校

長任用制度導入の趣旨等を併せて考えると，面接の着眼点はおおむね

推測できる内容であり，公にすることによって，内外からの干渉を招

き，実施機関の独自性が害されるとは考えられない。 
 また，実施機関は，不開示部分を公にすることにより，県民から不

当な誤解を受けるおそれがあるとも主張するが，着眼点は実施機関が

求める民間人校長像を端的に示したものであるとも考えられ，それが

公にされることによって，県民から不当な誤解を受けるおそれがある

とは認められない。 
 むしろ，前述のように民間人校長の任用制度が，児童・生徒の実態

や地域の実情に応じた特色ある学校づくりを展開することを目的とし

ていることに鑑みれば，面接の着眼点等を公にすることにより，それ

らについて保護者をはじめ県民から何らかの意見が実施機関に寄せら

れたとしても，それを実施機関に対する「圧力，干渉」と解するべき

ではなく，むしろ貴重な意見として同制度の今後の運営に反映させて

いくべきであろう。 
 さらには，民間人校長の任用制度は，組織運営に関する経験や能力

に着目し，地域や学校の実情に応じて幅広い人材を確保することを目

的としていることから，実施機関が実際にどのような着眼点をもって

民間人校長を選考しようとしていたかを明らかにすることは，同制度

の趣旨に適うものである。 
 すなわち，民間人校長の任用制度は従来の校長の資格要件を緩和し

たものであるがゆえに，採用された民間人校長が真に従来の校長と同

等の資質を有し，学校や地域の実情を学校運営に反映させることので

きる人物であるかどうかは，直接利害関係のある保護者や教育関係者，

さらには地域住民にとって重大な関心事であり，そのことを確認する

ためにも，実施機関がいかなる着眼点をもって面接を行ったかは，重

要な情報として公開されるべきと考えられる。また，そうすることで，

ひいては，学校に対する保護者や地域住民の信頼の確保にもつながる

と考えられる。 
 なお，面接要領の別紙１「評定項目・着眼点」には，面接評定票の

一部と同様の評定区分が記載されており，実施機関はこれを不開示と

しているが，エで述べたとおり，この内容はごく一般的であり，実施

機関の独自性が害されるとは認められない。 
 したがって，着眼点等は第６号に該当しないと判断する。 
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４ 実施機関の情報公開について 
 実施機関においては，民間人校長の任用制度を導入した具体的成果の一

つとして，「積極的に情報を発信する開かれた学校づくり」を挙げ，その例

として，「信頼される学校の実現のために，情報の公開や説明責任を果たす

ための取組み…などに努力している。」と述べているところである（広島県

教育委員会のホームページ，平成１５年１１月１４日付け「学校経営支援

について」の別紙「民間人校長採用制度について」）。 
 当審査会としては，そのような「開かれた学校づくり」の観点から，実

施機関自らが民間人校長の任用制度に関する情報公開をより一層促進され

ることを求めたい。 
 

５ 結論 
よって，当審査会は，「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 
 
第７ 審査会の処理経過 
当審査会の処理経過は，別記のとおりである。 
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別 記 
 

審 査 会 の 処 理 経 過 
 

年 月 日 処 理 内 容 
１５． ７．１０ ・諮問を受けた。 
１５． ７．２４ ・実施機関に理由説明書の提出を要求した。 
１５． ８．２８ ・実施機関から理由説明書を収受した。 

１５． ９．１８ ・異議申立人に理由説明書の写しを送付した。 
・異議申立人に意見書の提出を要求した。 

１５．１０．２３ ・異議申立人から意見書を収受した。 
１５．１０．２８ ・実施機関に意見書の写しを送付した。 
１６． ３．２２ ・実施機関から弁明書を収受した。 
１６． ３．２３ ・異議申立人に弁明書の写しを送付した。 
１６． ９．２２ 

(平成 16年度第 5回審査会) ・諮問の審議を行った。 

１６．１０．１８ 
(平成 16年度第 6回審査会) 

・実施機関の職員から本件処分に対する意見を聴

取した。 
・諮問の審議を行った。 

１６．１１．１６ 
(平成 16年度第 7回審査会) ・諮問の審議を行った。 

１６．１２． ６ 
(平成 16年度第 8回審査会) 

・異議申立人から本件処分に対する意見を聴取し

た。 
・諮問の審議を行った。 

１７． １．２５ 
(平成 16年度第 9回審査会) ・諮問の審議を行った。 

１７． ２．２４ 
(平成 16年度第 10回審査会) ・諮問の審議を行った。 

１７． ４．２６ 
(平成 17年度第 1回審査会) ・諮問の審議を行った。 

１７． ６． ７ 
(平成 17年度第 2回審査会) ・諮問の審議を行った。 

(注) 平成１６年度までは広島県情報公開審査会，平成１７年度は広島県情報公
開・個人情報保護審査会（情報公開部会）において審議を行った。 
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